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雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに

当たっての留意事項の改正について

労働基準行政の運営につきましては、日頃より格別のご協力を

賜り厚く御礼申し上げます。

さて、雇用管理に関する個人情報のうち労働者の健康関する情

報（以下「健康情報」という。）の取扱いについては、 「雇用管理

に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ず

べき措置に関する指針（平成 16年厚生労働省告示第 259号）」につ

いて事業者が留意すべき事項を、平成 16年 10月 29日付け基発第

1029009号 「雇 用管 理に 関する個人情報のうち健康情報を取り扱

うに当たっての留意事項について J （以下「留意事項通達」とい

う。）により示しているところです。

今般、平成 26年 6月に公布された「労働安全衛生法の一部を改

正する法律（平成 26年法律 第 四 号 ） 」 に よ り 、 労 働 者 の 心 理 的

な負担の程度を把握するための検査、面接指導の実施及び面接指

導の結果に基づく事後措置の実施が事業者の義務とされたこと等

を踏まえて、留意事項通達について所要の改正を行い、平成 27年

12月 1日より適用することとしました。

改正点は別紙1の新旧対照表のとおりであり、改正後の指針は別紙2のとお

りですので、これに基づき、労働者の健康情報が適正に取り扱われ

るよう、傘下の団体、会員事業場等の関係者に対する周知方ご協

力をお願いいたします。



雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の一部

改正の概要

1 改正の内容

( 1 ）健康情報の定義について以下の改正を行う。

①健康情報の例示として規定していた内容を、「産業医、保健師等、衛生管理

者その他の労働者の健康管理に関する業務に従事する者が労働者の健康管理

等を通じて得た情報Jに改める。

②健康情報の例示として、以下のものを新たに規定する。

ア 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号。以下「安衛法Jという。）第

6 6条の8第 1項の規定に基づき事業者が実施した面接指導の結果及び悶

条第2項の規定に基づき労働者から提出された面接指導の結果

イ 安衛法第66条の8第4項の規定に基づき事業者が医師から聴取した意

見及び同条第5項の規定に基づき事業者が講じた面接指導実施後の措置の

内容

ウ 安衛法第66条の9の規定に基づき事業者が実施した面接指導文は面接

指導に準ずる措置の結果

エ 安衛法第66条の 10第1項の規定に基づき事業者が実施した心理的な

負担の程度を偲握するための検査（以下「ストレスチェックj という。）の

結果

オ 安衛法第6_6条の 10第3項の規定に基づき事業者が実施した面接指導

の結果

力 安衛法第66条の 10第5項の規定に基づき事業者が医師から聴取した

意見及び同条第6項の規定に基づき事業者が講じた面接指導実施後の措置

の肉容

( 2）事業者が健康情報を取り扱うに当たっての基本的な考え方として、以下の内容

を新たに規定する。

①健康情報は労働者個人の心身の健康に関する情報であり、本人に対する不利

益な取扱い又は差別等につながるおそれのある機微な情報であるため、事業者

は健康情報の適正な取扱いに特に留意しなければならない。

②健康情報は、労働者の健康確保に必要な範囲で利用されるべきものであり、

事業者は、労働者の健康確保に必要な範囲を超えてこれらの健康情報を取り扱

つてはならない。

( 3）健康情報の適正な取得に関して、以下の内容を新たに規定する。

①事業者は、法令に基づく場合を除き、労働者の健康情報を取得する場合は、

あらかじめ本人に利用目的を明示し、本人の同意を得なければならない。ただ

し、自傷他害のおそれがあるなど、労働者の生命又は身体の保護のために緊急

に必要がある場合はこの限りではない。

② 安衛法第66条の 10第2項において、ストレスチェックを実施した医師、



保健師その他の厚生労働省令で定める者（以下「実施者」という。）は、労働

者の同意を得ないでストレスチェック結果を事業者に提供しではならないこ

ととされており、事業者は、実施者又はその他のストレスチェックの実施の事

務に従事した者（以下「実施事務従事者」という。）に提供を強要する又は労

働者に同意を強要する等の不正の手段により、労働者のストレスチェックの結

果を取得してはならない。

(4）第三者に対する健康情報の提供に係る本人の同意の取得に関して、以下の内容

を新たに規定する。

①事業者は、ストレスチェックの実施に当たって、外部機関にストレスチエツ

クの実施を委託する場合には、事業者は、ストレスチェックの実施に必要な労

働者の個人情報を外部機関に提供する必要がある。この場合において、事業者

が外部機関にストレスチェックの実施を委託するために必要な労働者の個人

情報を外部機関に提供することは、安衛法に基づく事業者の義務を遂行する行

為であり、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号。

以下「法Jという。）第23条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当す

ることから、本人の同意を得なくても第三者提供の制限は受けない。

② 安衛法第66条の 10第2項において、あらかじめストレスチェックを受け

た労働者の同意を得ないで、その結果を事業者に提供してはならないこととさ

れている。このため、外部機関が、あらかじめ本人の同意を得ないで、委託元

である事業者に対してストレスチヱツク結果を提供することはできない。

③ 安衛法第66条の 10第3壌において、ストレスチェックの結果の通知を受

けた労働者であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものが申し出たと

きは、事業者は、面接指導の実施が義務付けられている。事業者がこの義務を

遂行するためには、当該労働者が厚生労働省令で定める要件に該当するかどう

かを確認するために、労働者にストレスチェックの提出を求めるほか、ストレ

スチェックを実施した外部機関に対してストレスチェック結果の提供を求め

ることも考えられるが、労働者の申出は、事業者へのストレスチェック結果の

提供に同意したとみなすことができることから、事業者の求めに応じて外部機

関が事業者にストレスチェック結果を提供するに当たって、改めて本人の同意

を得る必要はない。

④事業者が、安衛法第66条の8第1項又は第66条の 10第3項の規定に基

づく面接指導を委託するために必要な労働者の個人情報を外部機関に提供し、

また、外部機関が委託元である事業者に対して労働者の面接指導の結果を提供

することは、安衛法に基づく事業者の義務を遂行する行為であり、法第23条

第1項第1号の「法令に基つく場合」に該当し、本人の同意を得なくても第三

者提供の制限は受けない。この場合において、本人の同意を得なくても第三者

提供の制限を受けない健康情報には、面接指導の実施に必要な情報として事業

者から当該外部機関に提供するストレスチェック結果も含まれる。

⑤労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

（昭和60年法律第88号）第45条第 10項及び第 14項の規定において、



派遣先事業者が安衛法第66条第2項から第4項までの規定に基づ、く健康診

断及びこれらの健康診断の結果に基づき安衛法第66条の4の規定に基づく

医師からの意見聴取を行ったときは、健康診断の結果を記載した書面を作成し、

当該派遣元事業者に送付するとともに、当該医師の意見を当該派遣元事業者に

通知しなければならないこととされている。このことから、派遣先事業者が、

派遣元事業者にこれらの健康診断の結果及び医師の意見を記載した書面を提

供することは、労働者派遣法の規定に基づく行為であり、法第23条第1項第

1号の「法令に基づく場合」に該当し、本人の同意を得なくても第三者提供の

制限は受けない。

( 5）事業者が保有する健康情報の開示に関して、「事業者が保有する健康情報のう

ち、安衛法第66条の8第3項及び第66条の 10第4項の規定に基づき事業者

が作成した面接指導の結果の記録その他の医師、保健師等の判断及び意見並びに

詳細な医学的情報を含む健康情報については、本人から隠示の請求があった場合

は、原則として開示しなければならない。ただし、本人に開示することにより、

法第25条第1項各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示し

ないことができるJという内容を新たに規定する。

( 6）その他事業者が配慮すべき事項として「HI V感染症やB型肝炎等の職場にお

いて感染したり、蔓延したりする可能性が低い感染症に関する情報や、色覚検査

等の遺伝性疾病に関する情報については、職業上の特別な必要性がある場合を除

き、事業者は、労働者等から取得すべきでない」と規定していた内容について、

その例外として、「労働者の希望に応じて、これらの疾病等の治療等のため就業

上の配慮を行う必要がある場合については、当該就業上の配慮に必要な情報に限

って、事業者が労働者から取得することはあり得る」という内容を新たに規定す

る。

2 適用日

平成 27年 12月1日
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雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項 新旧対照表

（「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正についてj

（平成16年10月29日付け基発1029009号、最終改正平成27年11月30日付け基発1130第2号））

改 正 後

第 1 趣旨

この留意事項は、雇用管理分野における個人情報保護に関

するガイドライン（平成 24年厚生労働省告示第 35 7号。

以下「ガイドライン」という。）に定める雇用管理に関する

個人情報のうち健康情報の取扱いについて、ガイドラインに

定める措置の実施等に加えて事業者が留意すべき事項を定め

るものである。

第2 箆亙：匿墾の定義
個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号。

以下「法」という。）第 2条及びガイドライン第 2に定める

雇用管理に関する個人情報のうち、この留意事項において取

り扱う労働者の健康に関する個人情報（以下「健康情報Iと

いうの）は、健康診断の結果、病歴、その他の健康に関する

ものをいい、健康情報に該当するものの例として、次に掲げ

るものが挙げられるの

(1) 産業医、保健師、衛生管理者その他の労働者の健康管理

に関する業務に従事する者（以下「産業保健業務従事者j

よ土工_2__,_ムが労働者の健康管理等を通じて得た情報

(2）労働安全衛生法（昭和 4 7年法律第 57号。以下「安衛

法」という。）第 65条の 2第 1項の規定に基づき、事業

1 

（傍線の部分は改正部分）

現 ft 

第 1 趣旨

この留意事項は、雇用管理分野における個人情報保護に関

するガイドライン（平成 24年厚生労働省告示第 35 7号。

以下「ガイドラインj という。）に定める雇用管理に関する

個人情報のうち健康情報の取扱いについて、ガイドラインに

定める措置の実施等に加えて事業者が留意すべき事項を定め

るものである。

第2 旦置の定義

個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号。

以下「法」という。）第 2条及びガイドライン第 2に定める

もののほか、この留意事項において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。

l.___:瞳慶畳墾
ガイドラインに定める雇用管理に関する個人情報のうち

、健康診断の結果、病歴、その他の健康に関するものをい

うのなお、健康情報に該当するものの例として、次に掲げ

るものが挙げられるの

(1）産蓋匡が労働者の健康管理等を通じて得た情報

(2）労働安全衛生法（昭和 4 7年法律第 57号。以下「安

衛法Jという。）第 65条の 2第 1項の規定に基づき、

ノ



者が作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康

を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診

断の結果

(3）安衛法第 66条第 1項から第4項までの規定に基づき事

業者が実施した健康診断の結果並びに安衛法第 66条第 5

項及び第 66条の 2の規定に基づき労働者から提出された

健康診断の結果

(4）安衛法第 66条の 4の規定に基づき事業者が匡盟主益重

畳屋盟から聴取した意見及び第 66条の 5第 l項の規定に

基三主事業者が講じた健康診断実施後の措置の内容

(5）安衡法第 66条の7の規定に基づき事業者が実施した保

健指導の内容

(6）安衛法第 66条の B第 1項の規定に基づき事業者が実施

した面接指導の結果及び同条第2項の規定に基づき労働者

から提出された面接指導の結果

(7）安衛法第 66条の 8第4項の規定に基づき事業者が医師

から聴取した意見及び同条第 5項の規定に基づき事業者が

講じた面接指導実施後の措置の内容

(8）安衛法第 66条の 9の規定に基づき事業者が実施した面

接指導又は面接指導に準ずる措置の結果

(9）安衛法第 66条の 10第 1項の規定に基づき事業者が実

施した心理的な負担の程度を把握するための検査（以下「

ストレスチェック j という。）の結果

(10）安衡法第 66条の 10第 3項の規定に基づき事業者が実

施した面接指導の結果
(ll）安衡法第 66条の 10第 5項の規定に基づき事業者が医

師から聴取した意見及び同条第6項の規定に基づき事業者

が講じた面接指導実施後の措置の内容

(12）安衛法第 69条第 1項の規定に基づく健康保持増進措置

を通じて事業者が取得した健康測定の結果、健康指導の内
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事業者が作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者

の健康を保持するため必要があると認めたときに実施し

た健康診断の結果

(3）安衛法第 66条第 1項から第4項までの規定に基づき

事業者が実施した健康診断の結果並びに安衛法第 66条

第 5項及び第 66条の 2の規定に基づき労働者から提出

された健康診断の結果

(4）安衛法第 66条の 4及び第 66条の 5第 1項の規定に

基づき事業者が屋盟笠から聴取した意見及び事業者が講

じた健康診断実施後の措置の内容

(5）安衛法第 66条の 7の規定に基づきと一事業者が実施し

た保健指導の内容

(6）安衛法第 69条第 1項の規定に基づく健康保持増進措

置（THP：トータル・へルスプロモーション・プラン

i> 



容等

斗~労働者災害補償保険法（昭和 2 2年法律第 50号）第 2

7条の規定に基づき、労働者から提出されたこ次健康診断

の結果

斗泣健康保険組合等が実施した健康診断等の事業を通じて事

業者が取得した情報

斗旦受診記録、診断名等の療養の給付に関する情報

斗Eよ事業者が医療機関から取得した診断書等の診療に関する

情報

斗立労働者から欠勤の際に提出された疾病に関する情報

斗§2.(1）から (17）までに掲げるもののほか、任意に労働者等

から提供された本人の病歴、健康診断の結果、その他の健

康に関する情報

第3 健康情報の取扱いについて事業者が留意すべき事項

1 事業者が健康情報を取り扱うに当たっての基本的な考え

亙
(1）健康情報は労働者個人の心身の健康に関する情報であ

り、本人に対する不利益な取扱い又は差別等につながる

おそれのある機微な情報であるため、事業者は健康情報

の適正な取扱いに特に留意しなければならないの

(2）健康情報は、労働者の健康確保に必要な範囲で利用さ

れるべきものであり、事業者は、労働者の健康確保に必

要な範囲を超えてこれらの健康情報を取り扱つてはなら

主主L

2 法第 17条に規定する適正な取得に関する事項（ガイド

Lを通じて事業者が取得した健康測定の結果、健康指導

の内容等

立よ労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）第

2 7条の規定に基づき、労働者から提出された二次健康
診断の結果

皇L健康保険組合等が実施した健康診断等の事業を通じて
事業者が取得した情報

担よ受診記録、診断名等の療養の給付に関する情報

且.Q2_事業者が医療機関から取得した診断書等の診療に関す
る情報

斗12-労働者から欠勤の際に提出された疾病に関する情報
斗泣（1）から（11）までに掲げるもののほか、任意に労働者

等から提供された本人の病歴、健康診断の結果、その他
の健康に関する情報

2 産業保健業務従事者

産業医、保健師等、衛生管理者その他の労働者の健康管

理に関する業務に従事する者をいう。

第3 健康情報の取扱いについて事業者が留意すべき事項
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ライン第 5の lから 3関係）

(1）事業者は、法令に基づく場合を除き、労働者の健康情

報を取得する場合は、あらかじめ本人に利用目的を明示

し、本人の同意を得なければならない。ただし、自傷他

害のおそれがあるなど、労働者の生命又は身体の保護の

ために緊急に必要がある場合はこの限りではないn

(2）安衛法第 66条の 10第 2項において、ストレスチェ

ックを実施した医師、保健師その他の厚生労働省令で定

める者（以下「実施者」というの）は、労働者の同意を

得ないでストレスチェック結果を事業者に提供してはな

らないこととされており、事業者は、実施者又はその他

のストレスチェックの実施の事務に従事した者（以下「

実施事務従事者｜という 0 ）に提供を強要する又は労働

者に同意を強要する等の不正の手段により、労働者のス

トレスチェックの結果を取得しではならないの

3 法第 20条に規定する安全管理措置及び法第 21条に規

定する従業者の震督に関する事項（ガイドライン第 6の2
及び 3関係）

(1) 事業者は、盤豊宜墾のうち診断名、検査値ι且生血主
監査企血室等の加工前の情報や詳細な医学的情報の取扱

いについては、その利用に当たって医学的知識に基づく

加工・判断等を要することがあることから、産業保健業

務従事者に行わせることが望ましい。

(2）事業者は、産業保健業務従事者から産業保健業務従事

者以外の者に健康情報を量盈主主豆時は、当該情報が労
働者の健康確保に必要な範囲内で利用されるよう、必要

に応じて、産業保健業務従事者に健康情報を適切に加工

主主ゑ等の措置を講ずること。

(3）個人のストレスチェック結果を取り扱う実施者及び実

施事務従事者については、あらかじめ衛生委員会等によ
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_g_ 法第 20条に規定する安全管理措置及び法第 21条に規

定する従業者の監督に関する事項（ガイドライン第 6の2
及び3関係）

(1) 事業者は、健康診断の結果のうち診断名、検査値等の

いわゆる生データの取扱いについては、その利用に当た

って医学的知識に基づく加工・判断等を要することがあ

ることから、産業医や保健師等の産業保健業務従事者に

行わせることが望ましい。

(2）事業者は、産業保健業務従事者以外の者に健康情報を

取り扱わせる時は、これらの者が取り扱う健康情報が利

用目的の達成に必要な範囲内に限定されるよう、必要に

応じて、産業保健業務従事者に健康情報を適切に加工さ

せた上で提供する等の措置を講ずること。

,o 



る調査審議を踏まえて事業者が指名し、全ての労働者に

周知することの

(4）ストレスチェック結果は、詳細な医学的情報を含むも

のではないため、事業者は、その情報を産業保健業務従

事者以外の者にも取り扱わせることができるが、事業者

への提供について労働者の同意を得ていない場合には、

ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又

は異動（以下「人事｜というの）に関して直接の権限を

持つ監替的地位にある者に取り扱わせてはならない。ま

た、事業者は、ストレスチェック結果を労働者の人事を

担当する者（人事に関して直接の権限を持つ監督的地位

にある者を除く。）に取り扱わせる時は、労働者の健康

確保に必要な範囲を超えて人事に利用されることのない

ようにするため、次に掲げる事項を当該者に周知する三

よL

(a）当該者には安衛法第 10 4条の規定に基づき秘密の

保持義務が課されることの

(b）ストレスチェック結果の取り扱いは、医師等のスト

レスチェックの実施者の指示により行うものであり、

所属部署の上司等の指示を受けて、その結果を漏らし

たりしてはならないことの

(c）ストレスチェック結果を、自らの所属部署の業務等

のうちストレスチェックの実施の事務とは関係しない

業務に利用しではならないこと。

(5）インターネットや社内イントラネット等の情報通信技

術を利用してストレスチェックを実施する場合は、次に

掲げる事項を満たす必要があること n

(a）個人情報の保護や改ざんの防止等のセキュリティの

確保のための住組みが整っており、その仕組みに基づ

いて個人の結果の保存が適切になされていること。

．〉
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(b）本人以外に個人のストレスチェック結果を閲覧する

ことのできる者の制限がなされていること。

4 法第 22条に規定する委託先の監督に関する事項（ガイ

ドライン第 6の4関係）

健康診断、ストレスチェック又は面接指導の全部又は一

部を医療機関、メンタ／レヘノレスケアへの支援を行う機関等

（以下「外部機関j という。）に委託する場合には、当該

委託先において、情報管理が適切に行われる体制が整備さ

れているかについて、事前に確認することが望ましいの

立 法第 23条第 1項に規定する本人の同意に関する事項（

ガイドライン第 7のl、2及び4関係）

(1) 事業者が、労働者から提出された診断書の内容以外の

情報について医療機関から健康情報を収集する必要があ

る場合、事業者から求められた情報を医療機関が提供す

ることは、法第 23条の第三者提供に該当するため、医

療機関は労働者から同意を得る必要がある。この場合に

おいても、事業者は、あらかじめこれらの情報を取得す

る目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必

要に応じ、これらの情報は労働者本人から提出を受ける

ことが望ましい。
(2）安衛法第 66条第 l項から第4項までの規定に基づく

健康診断及び第 66条の 8第 1項の規定に基づく面接指

主主については、これらの規定において事業者は屋盟主主
くは歯科医師による健康診断又は医師による面接指導を

行わなければならないとされている。事業者は、健康診

断又は面接指導の実施に当たって、金量盤盟に健康診断

又は面接指導の実施を委託する場合ι且ι 事業者ば、健

康診断又は面接指導の実施に必要な労働者の担ム宜豊を

金量盤盟に提供する必重主宣豆。また、安衛法皇旦旦皇
の3、第 66条の 4、第 66条の 8第 3項及び第4項に
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よ法第 23条第 1項に規定する本人の同意に関する事項（

ガイドライン第 7のl、2及び4関係）

( 1）事業者が、労働者から提出された診断書の内容以外の

情報について医療機関から健康情報を収集する必要があ

る場合、事業者から求められた情報を医療機関が提供す

ることは、法第 23条の第三者提供に該当するため、医

療機関は労働者から同意を得る必要がある。この場合に

おいても、事業者は、あらかじめこれらの情報を取得す

る目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必

要に応じ、これらの情報は労働者本人から提出を受ける

ことが望ましい。

(2）安衛法第 66条第 l項から第4項までの規定に基づく

健康診断については、盟全において事業者はよ屋且i旦
条第 3項の歯科医師を含む。以下、この項において同

じ。）による健康診断」を行わなければならないとされ

ている。事業者は、健康診断の実施に当たって、皇霊盤

盟に健康診断の実施を委託することにより当該医療機関

の医師に労働者の健康診断を実施させる場合主室主L三
旦墜ι 事業者は、健康診断の実施に必要な労働者の盟ム

三二五を医療機関に提供する。また、安衛法室主主主E
3、第 66条の 4及び第 66条の 6の規定において、事

よ〉



おいて、事業者は、健康診断又は面接指導の結果の記録

亙Q当該結果に係る医師又は歯科医師からの意見聴取主

義務付けられており、第 66条の 6において、事業者は

、健康診断結果の労働者に対する通知が義務付けられて

いる。事業者がこれらの義務を遂行するためには、健康

診断又は面接指導の結果が企量盤盟から事業者に報告（

提供）されなければならない。これらのことから、事業

者が盆麗盤盟にこれらの健康診断又は面接指導を委託す

るために必要な労働者の飽ム盟主Eを盆盤盤盟に提供し、
また、盆車盤盟が委託元である事業者に対して労働者の
健康診断又は面接指導の結果を報告（提供）することは

、それぞれ安衛法に基づく事業者の蓋蓋を遂行する行為

であり、法第 2.3条第 1項第 1号の「法令に基づく場合

Jに該当し、本人の同意を得なくても第三者提供の制限

は受けない。

(3）事業者は、ストレスチェックの実施に当たって、外部

機関にストレスチェックの実施を委託する場合には、ス

トレスチェックの実施に必要な労働者の個人情報を外部

機関に提供する必要がある。この場合において、当該提

供行為は、安衡法に基づく事業者の義務を遂行する行為

であり、法第 23条第 1項第 1号の「法令に基づく場合

」に該当することから、本人の同意を得なくても第三者

提供の制限は受けない。

また、安衛法第 66条の 10第 2項において、あらか

じめストレスチェックを受けた労働者の同意を得ないで

、その結果を事業者に提供してはならないこととされて

いるのこのため、外部機関が、あらかじめ本人の同意を

得ないで、委託元である事業者に対してストレスチェッ

ク結果を提供することはできない。

さらに、安衛法第 66条の 10第 3項において、スト
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業者は、健康診断の結果の記録、当該結果に係る屋血笠

からの意見聴取、主藍益基の労働者に対する通知が義務

付けられている。事業者がこれらの義務を遂行するため

には、健康診断の結果が匡壁盤盟から事業者に報告（提

供）されなければならない。これらのことから、事業者

が亘産量盟にこれらの健康診断を委託するために必要な

労働者の飽ム乏ニ之を星蓋盤盟に提供し、また、医遼盤
盟が委託元である事業者に対して労働者の健康診断の結

果を報告（提供）することは、それぞれ安衛法に基づく
事業者の健康診断実施義務を遂行する行為であり、法第

2 3条第 1項第 1号の「法令に基づく場合」に該当し、

本人の同意を得なくても第三者提供の制限は受けない。



レスチェックの結果の通知を受けた労働者であって、厚

生労働省令で定める要件に該当するものが申し出たとき

は、事業者は、面接指導の実施が義務付けられている。

事業者がこの義務を遂行するためには、当該労働者が厚

生労働省令で定める要件に該当するかどうかを確認する

ために、労働者にストレスチェックの提出を求めるほか

ストレスチェックを実施した外部機関に対してストレ

スチェック結果の提供を求めることも考えられるが、労

働者の申出は、事業者へのストレスチェック結果の提供

に同意したとみなすことができることから、事業者の求

めに応じて外部機関が事業者にストレスチェック結果を

提供するに当たって、改めて本人の同意を得る必要はな

し、。

なお、事業者が、安衛法第 66条の 8第 l項又は第 66 

条の 10第 3項の規定に基づく面接指導を委託するため

に必要な労働者の個人情報を外部機関に提供し、また、

外部機闘が委託元である事業者に対して労働者の面接指

導の結果を提供することは、 5(2）に規定する健康診断等

の場合と同様に、安衛法に基づく事業者の義務を遂行す

る行為であり、法第 23条第 1項第 1号の「法令に基づ

く場合 lに該当し、本人の同意を得なくても第三者提供

の制限は受けない。この場合において、本人の同意を得

なくても第三者提供の制限を受けない健康情報には、面

接指導の実施に必要な情報として事業者から当該外部機

関に提供するストレスチェック結果も含まれる。

主i労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号） （以

下「労働者派遣法1 という。）第 45条第 10項及び第

1 4項において、派遣先事業者が安衛法第 66条第 2項

から第4項までの規定に基づく健康診断及びこれらの健
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康診断の結果に基づき安衛法第 66条の 4の規定に基づ

く医師からの意見聴取を行ったときは、健康診断の結果

を記載した書面を作成し、当該派遣元事業者に送付する

とともに、当該医師の意見を当該派遣元事業者に通知し

なければならないこととされている。このことから、派

遣先事業者が、派遣元事業者にこれらの健康診断の結果

及び医師の意見を記載した書面を提供することは、労働

者派遣法の規定に基づく行為であり、法第 23条第 1項

第 1号の「法令に基づく場合j に該当し、本人の同意を

得なくても第三者提供の制限は受けない。

旦よ事業者が、健康保険組合等に対して労働者の健康情報
の提供を求める場合、健康保険組合等は当該事業者に当

該労働者の健康情報を提供することを目的として取得し

ていないため、法第 23条の第三者提供の制限に該当し

、健康保険組合等は労働者（被保険者）の同意を得る必

要がある。この場合においても、事業者は、あらかじめ

これらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承

諾を得るとともに、必要に応じ、これらの情報は労働者

本人から提出を受けることが望ましい。

ただし、事業者が健康保険組合等と共同で健康診断を

実施する場合等において、法第 23条第4項第 3号の要

件を満たしている場合は、当該共同利用者は第三者に該

当しないため、当該労働者の同意を得る必要はない。

(6）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第

8 0号）第 27条第 2項及び第 3項の規定により、医療

保険者は、加入者を使用している事業者又は使用してい

た事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、

安衛法その他の法令に基づき、その事業者が保存してい

る加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供する

よう求めることができ、健康診断に関する記録の写しの
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主よ主主ム一事業者が、健康保険組合等に対して労働者の健
康情報の提供を求める場合、健康保険組合等は当該事業

者に当該労働者の健康情報を提供することを目的として

取得していないため、法第 23条の第三者提供の制限に

該当し、健康保険組合等は労働者（被保険者）の同意を

得る必要がある。この場合においても、事業者は、あら

かじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかに

して承諾を得るとともに、必要に応じ、これらの情報は

労働者本人から提出を受けることが望ましい。

ただし、事業者が健康保険組合等と共同で健康診断を

実施する場合等において、法第 23条第4項第 3号の要

件を満たしている場合は、当該共同利用者は第三者に該

当しないため、当該労働者の同意を得る必要はない。

(4）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第

8 0号）第 27条第2項及び第 3項の規定により、医療

保険者は、加入者を使用している事業者又は使用してい

た事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、

安衛法その他の法令に基づき、その事業者が保存してい

' 



提供を求められた事業者は厚生労働省令で定めるところ

により、その記録の写しを提供しなければならないとさ

れている。このことから、特定健康診査及び特定保健指

導の実施に関する基準（平成 19年厚生労働省令第 15 

7号）第 2条に定める項目に係る記録の写しについては

、医療保険者からの提供の求めがあった場合に事業者が

当該記録の写しを提供することは、法令に基づくもので

あるので、法第 23条第 1項第 1号に該当し、本人の同

意なく提供できる。

なお、事業者が保存している加入者に係る健康診断に

関する記録のうち、特定健康診査及び特定保健指導の実

施に関する基準第 2条に定める項目に含まれないもの（

業務歴、視力、聴力、胸部エックス線検査、 E喜疾検査）

については、労働者に対して定期健康診断の結果の情報

を医療保険者に提供する旨を明示し、同意を得ることが

必要となるが、同意については、定期健康診断実施時の

受診案内等への記載や健診会場での掲示等黙示によるも

のが含まれる。

6 法第 25条に規定する保有個人データの開示に関する事

項（ガイドライン第 8の2関係）

事業者が保有する健康情報のうち、安衛法第 66条の 8

第3項及び第 66条の 10第4項の規定に基づき事業者が

作成した面接指導の結果の記録その他の医師、保健師等の

判断及び意見並びに詳細な医学的情報を含む健康情報につ

いては、本人から開示の請求があった場合は、原則として

開示しなければならないのただし、本人に開示することに

より、法第 25条第 1項各号のいずれかに該当する場合は

、その全部又は一部を開示しないことができる。

ヱ 法第 31条に規定する苦情の処理に関する事項（ガイド

ライン第 9関係）

ー10

る加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供する

よう求めることができ、健康診断に関する記録の写しの

提供を求められた事業者は厚生労働省令で定めるところ

により、その記録の写しを提供しなければならないとさ

れている。このことから、特定健康診査及び特定保健指

導の実施に関する基準（平成 19年厚生労働省令第 15 

7号）第 2条に定める項目に係る記録の写しについては

、医療保険者からの提供の求めがあった場合に事業者が

当該記録の写しを提供することは、法令に基づくもので

あるので、法第 23条第 1項第 1号に該当し、本人の同

意なく提供できる。

なお、事業者が保存している加入者に係る健康診断に

関する記録のうち、特定健康診査及び特定保健指導の実

施に関する基準第 2条に定める項目に含まれないもの（

業務歴、視力、聴力、胸部エックス線検査、日客~検査）
については、労働者に対して定期健康診断の結果の情報

を医療保険者に提供する旨を明示し、同意を得ることが

必要となるが、同意については、定期健康診断実施時の

受診案内等への記載や健診会場での掲示等黙示によるも

のが含まれる。



ガイドライン第 9に定める苦情を処理するための窓口に

ついては、健康情報に係る苦情に適切に対応するため、必

要に応じて産業保健業務従事者と連携を図ることができる

体制を整備しておくことが望ましい。

8 その他事業者が雇用管理に関する個人情報の適切な取扱

いを確保するための措置を行うに当たって配慮すべき事項

(1）事業者は、安衛法に基づく健康診断等の実施を盆畳盤

直に委託することが多いことから、健康情報についても

外部とやり取りをする機会が多いことや、事業場内にお

いても健康情報を産業保健業務従事者以外の者に取り扱

わせる場合があること等に鑑み、あらかじめ、ガイドラ

イン第 8に掲げるもののほか、以下に掲げる事項につい

て事業場内の規程等として定め、これを労働者に周知す

るとともに、関係者に当該規程に従って取り扱わせるこ

とが望ましい。
(a）健康情報の利用目的及び利用方法に関すること

(b）健康情報に係る安全管理体制に関すること
(c）健康情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う

健康情報の範囲に関すること
(d）健康情報の開示、訂正、追加又は削除の方法（廃棄

に関するものを含む。）に関すること

(e）健康情報の取扱いに関する苦情の処理に関すること

(2）事業者は、（1）の規程等を定めるときは、衛生委員会

等において審議を行った上で、ガイドライン第 10の1

に定めるところにより労働組合等に通知し、必要に応じ

て協議を行うことが望ましい。

(3) H I V感染症やB型肝炎等の職場において感染したり

”l 1 -

3 1去第 31条に規定する苦情の処理に関する事項（ガイド

ライン第 9関係）

ガイドライン第 9に定める苦情を処理するための窓口に

ついては、健康情報に係る苦情に適切に対応するため、必

要に応じて産業保健業務従事者と連携を図ることができる

体制を整備しておくことが望ましい。

4 その他事業者が雇用管理に関する個人情報の適切な取扱

いを確保するための措置を行うに当たって配慮すべき事項

(1) 事業者は、健康診断等の実施を医遼盤盟に委託するこ

とが多いことから、健康情報についても外部とやり取り

をする機会が多いことや、事業場内においても健康情報

を産業保健業務従事者以外の者に取り扱わせる場合があ

ること等に鑑み、あらかじめ、ガイドライン第 8に掲げ

るもののほか、以下に掲げる事項について事業場内の規

程等として定め、これを労働者に周知するとともに、関

係者に当該規程に従って取り扱わせることが望ましい。

(a）健康情報の利用目的に関すること

(b）健康情報に係る安全管理体制に関すること

(c）健康情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う

健康情報の範囲に関すること

(d）健康情報の開示、訂正、追加又は削除の方法（廃棄

に関するものを含む。）に関すること

(e）健康情報の取扱いに関する苦情の処理に関すること

(2）事業者は、（1）の規程等を定めるときは、衛生委員会

等において審議を行った上で、ガイドライン第 10の1

に定めるところにより労働組合等に通知し、必要に応じ

て協議を行うことが望ましい。

(3）事業者は、安衡法第 66条第 1項から第4項までの規

定に基づき行われた健康診断を受けた労働者等に対し、



、蔓延したりする可能性が低い感染症に関する情報や、

色覚検査等の遺伝性疾病に関する情報については、職業

上の特別な必要性がある場合を除き、事業者は、労働者

等から取得すべきでない。ただし、労働者の求めに応じ

て、これらの疾病等の治療等のため就業上の配慮を行う

必要がある場合については、当該就業上の配慮に必要な

情報に限って、事業者が労働者から取得することは考え

主主主L

（心労働者の健康情報は、医療機関において「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イドライン」に基づき取り扱われ、また、健康保険組合

において「健康保険組合等における個人情報の適切な取

扱いのためのガイドライン」に基づき取り扱われること

から、事業者は、特に安全管理措置等について、両ガイ

ドラインの内容についても留意することが期待されてい

る。

第4 個人情報取扱事業者以外の事業者による健康情報の取扱
v、

個人情報取扱事業者以外の事業者であって健康情報を取り

扱う者は、健療情報が特に適正な取扱いの厳格な実施を確保

すべきものであることに十分留意し、第 3に準じてその適正

な取扱いの確保に努めること。

遅滞なく、その結果を通知すること。

（生） HI V感染症やB型肝炎等の職場において感染したり

、蔓延したりする可能性が低い感染症に関する情報や、

色覚検査等の遺盆宜盤については、職業上の特別な必要

性がある場合を除き、事業者は、労働者等から取得すべ
きでない。

（§） 労働者の健康情報は、医療機関において「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イドラインJに基づき取り扱われ、また、健康保険組合

において「健康保険組合等における個人情報の適切な取

扱いのためのガイドライン」に基づき取り扱われること

から、事業者は、特に安全管理措置等について、同ガイ

ドラインの内容についても留意することが期待されてい

る。

第4 個人情報取扱事業者以外の事業者による健康情報の取扱

個人情報取扱事業者以外の事業者であって健康情報を取り

扱う者は、健康情報が特に適正な取扱いの厳格な実施を確保

すべきものであることに十分留意し、第 3に準じてその適正

な取扱いの確保に努めること。
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別持兵2

雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項

第 1 趣旨

この留意事項は、雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン（平成 24

年厚生労働省告示第 357号。以下「ガイドラインj という。）に定める雇用管理に関する

個人情報のうち健康情報の取扱いについて、ガイドラインに定める措置の実施等に加え

て事業者が留意すべき事項を定めるものである。

第2 健康情報の定義

個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号。以下「法」という。）第2条及

びガイドライン第2に定める雇用管理に関する個人情報のうち、この留意事項において

取り扱う労働者の健康に関する個人情報（以下「健康情報Jという。）は、健康診断の結

果、病歴、その他の健康に関するものをいい、健康情報に該当するものの伊！として、次

に掲げるものが挙げられる。

( 1）産業医、保健師、衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業務に従事する

者（以下「産業保健業務従事者」という。）が労働者の健康管理等を通じて得た情報

( 2）労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「安衛法」という。）第 65条の2

第 1項の規定に基づき、事業者が作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の

健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果

( 3）安衛法第 66条第1項から第4項までの規定に基づき事業者が実施した健康診断の

結果並びに安衛法第 66条第5項及び第 66条の 2の規定に基づき労働者から提出さ

れた健康診断の結果

( 4）安衛法第66条の4の規定に基づき事業者が医師又は歯科医師から聴取した意見及

び第66条の5第 1項の規定に基づき事業者が講じた健康診断実施後の措置の内容

( 5）安衛法第66条の7の規定に基づき事業者が実施した保健指導の内容

( 6）安衛法第 66条の8第 1項の規定に基づき事業者が実施した面接指導の結果及び同

条第2項の規定に基づき労働者から提出された面接指導の結果

( 7）安衛法第 66条の8第4項の規定に基づき事業者が医師から聴取した意見及び同条

第 5項の規定に基づき事業者が講じた面接指導実施後の措置の内容

( 8）安衛法第 66条の9の規定に基づき事業者が実施した面接指導又は面接指導に準ず

る措置の結果

( 9）安衛法第 66条の 10第 1項の規定に基づき事業者が実施した心理的な負担の程度

を把握するための検査（以下「ストレスチェックj という。）の結果

(10）安衛法第 66条の 10第3項の規定に基づき事業者が実施した面接指導の結果

(11）安衛法第 66条の 10第5項の規定に基づき事業者が医師から穂、取した意見及び同

条第6項の規定に基づき事業者が講じた面接指導実施後の措置の内容

(12）安衛法第 69条第1項の規定に基づく健康保持増進措置を通じて事業者が取得した
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健康測定の結果、健康指導の内容等

(13）労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）第27条の規定に基づき、労働者

から提出された二次健康診断の結果

(14）健康保険組合等が実施した健康診断等の事業を通じて事業者が取得した情報

(15）受診記録、診断名等の療養の給付に関する情報

(16）事業者が医療機関から取得した診断書等の診療に関する情報

(17）労働者から欠勤の際に提出された疾病に関する情報

(18) ( 1 ）から（17）までに掲げるもののほか、任意に労働者等から提供された本人の

病歴、健康診断の結果、その他の健康に関する情報

第3 健康情報の取扱いについて事業者が留意すべき事項

1 事業者が健康情報を取り扱うに当たっての基本的な考え方

( 1 ）健康情報は労働者個人の心身の健康に関する情報であり、本人に対する不利益な

取扱い又は差別等につながるおそれのある機微な情報であるため、事業者は健康情

報の適正な取扱いに特に留意しなければならない。

( 2）健康情報は、労働者の健康確保に必要な範囲で利用されるべきものであり、事業

者は、労働者の健康確保に必要な範囲を超えてこれらの健康情報を取り扱ってはな

らない。

2 法第 17条に規定する適正な取得に関する事項（ガイドライン第5の1から 3関係）

( 1）事業者は、法令に基づく場合を除き、労働者の健康情報を取得する場合は、あら

かじめ本人に利用目的を明示し、本人の同意を得なければならない。ただし、自傷

他害のおそれがあるなど、労働者の生命又は身体の保護のために緊急に必要がある

場合はこの限りではない。

( 2）安衛法第 66条の 10第2項において、ストレスチェックを実施した医師、保健師

その他の厚生労働省令で定める者（以下「実施者Jとしづ。）は、労働者の同意を得

ないでストレスチェック結果を事業者に提供してはならないこととされており、事

業者は、実施者又はその他のストレスチェックの実施の事務に従事した者（以下「実

施事務従事者」という。）に提供を強要する又は労働者に同意を強要する等の不正の

手段により、労働者のストレスチェックの結果を取得しではならない。

3 法第 20条に規定する安全管理措置及び法第21条に規定する従業者の監督に関する

事項（ガイドライン第6の2及び3関係）

( 1 ）事業者は、健康情報のうち診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の加工前の情

報や詳細な医学的情報の取扱いについては、その利用に当たって医学的知識に基づ

く加工・判断等を要することがあることから、産業保健業務従事者に行わせること

が望ましい。

( 2）事業者は、産業保健業務従事者から産業保健業務従事者以外の者に健康情報を提

供させる時は、当該情報
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要に応じて、産業保健業務従事者に健康情報を適切に加工させる等の措置を講ずる

こと。

( 3）個人のストレスチェック結果を取り扱う実施者及び実施事務従事者については、

あらかじめ衛生委員会等による調査審議を踏まえて事業者が指名し、全ての労働者

に周知すること。

( 4）ストレスチェック結果は、詳細な医学的情報を含むものではないため、事業者は、

その情報を産業保健業務従事者以外の者にも取り扱わせることができるが、事業者

への提供について労働者の同意を得ていない場合には、ストレスチェックを受ける

労働者について解雇、昇進文は具動（以下「人事」という。）に関して直接の権限を

持つ監督的地位にある者に取り扱わせではならない。また、事業者は、ストレスチ

ェック結果を労働者の人事を担当する者（人事に関して直接の権限を持つ監督的地

位にある者を除く。）に取り扱わせる時は、労働者の健康確保に必要な範囲を超えて

人事に利用されることのないようにするため、次に掲げる事項を当該者に周知する

こと。

(a ）当該者には安衛法第 104条の規定に基づき秘密の保持義務が課されること。

~ b）ストレスチェック結果の取り扱いは、医師等のストレスチェックの実施者の

指示により行うものであり、所属部暑の上司等の指示を受けて、その結果を漏

らしたりしてはならないこと。

( c ）ストレスチェック結果を、自らの所属部署の業務等のうちストレスチニ旦ツク

の実施の事務とは関係しない業務に利用しではならないこと。

(5）インターネットや社内イントラネット等の情報通信技術を利用してストレスチェ

ックを実施する場合は、次に掲げる事項を満たす必要があること。

(a ）個人情報の保護や改ざんの防止等のセキュリティの確保のための仕組みが整

っており、その仕組みに基づいて個人の結果の保存が適切になされていること。

(b）本人以外に個人のストレスチェック結果を閲覧することのできる者の制限が

なされていること。

4 法第22条に規定する委託先の監督に関する事項（ガイドライン第6の4関係）

健康診断、ストレスチェック又は面接指導の全部又は一部を医療機関、メンタルヘ

ルスケアへの支援を行う機関等（以下「外部機関」という。）に委託する場合iζは、当

該委託先において、情報管理が適切に行われる体制が整備されているかについて、事

前に確認することが望ましし、。

5 法第23条第1項に規定する本人の同意に関する事項（ガイドライン第7の1、2及

び4関係）

( 1 ）事業者が、労働者から提出された診断書の内容以外の情報について医療機関から

健康情報を収集する必要がある場合、事業者から求められた情報を医療機関が提供

することは、法第23条の第三者提供に該当するため、医療機関は労働者から同意

を得る必要がある。この場合においても、事業者は、あらかじめこれらの情報を取

得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に応じ、これらの情
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報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。

(2）安衛法第66条第1項から第4項までの規定に基づく健康診断及び第66条の8第

1項の規定に基づく面接指導については、これらの規定において事業者は医師若し

くは歯科医師による健康診断又は医師による面接指導を行わなければならないとさ

れている。事業者は、健康診断又は面接指導の実施に当たって、外部機関に健康診

断又は面接指導の実絡を委託する場合には、事業者は、健康診断又は面接指導の実

施に必要な労働者の個人情報を外部機関に提供する必要がある。また、安衛法第66

条の3、第66条の4、第66条の8第3項及び第4項において、事業者は、健康診

断又は面接指導の結果の記録及び当該結果に係る医師又は歯科医師からの意見聴取

が義務付けられており、第66条の6において、事業者は、健康診断結果の労働者に

対する通知が義務付けられている。事業者がこれらの義務を遂行するためには、健

康診断又は面接指導の結果が外部機関から事業者に報告（提供）されなければなら

ない。これらのことから、事業者が外部機関にこれらの健康診断又は面接指導を委

託するために必要な労働者の個人情報を外部機関に提供し、また、外部機関が委託

元である事業者に対して労働者の健康診断又は面接指導の結果を報告（提供）する

ことは、それぞれ安衛法に基づく事業者の義務を遂行する行為であり、法第 23条第

1項第1号の「法令に基づく場合Jに該当し、本人の同意を得なくても第三者提供

の制限は受けない。

(3）事業者は、ストレスチェックの実施に当たって、外部機関にストレスチェックの

実施を委託する場合には、ストレスチェックの実施に必要な労働者の個人情報を外

部機関に提供する必要がある。この場合において、当該提供行為は、安衛法に基づ

く事業者の義務を遂行する行為であり、法第23条第1項第1号の「法令に基づく場

合」に該当することから、本人の同意を得なくても第三者提供の制限は受けない。

また、安衛法第66条の 10第2項において、あらかじめストレスチェックを受け

た労働者の同意を得ないで、その結果を事業者に提供してはならないこととされて

いる。このため、外部機関が、あらかじめ本人の同意を得ないで、委託元である事

業者に対してストレスチェック結果を提供することはできない。

さらに、安衛法第66条の 10第3項において、ストレスチェックの結果の通知を

受けた労働者であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものが申し出たときは、

事業者は、面接指導の実施が義務付けられている。事業者がこの義務を遂行するため

には、当該労働者が厚生労働省令で定める要件に該当するかどうかを確認するために、

労働者にストレスチェックの提出を求めるほか、ストレスチェックを実施した外部機

関に対してストレスチェック結果の提供を求めることも考えられるが、労働者の申出

は、事業者へのストレスチェック結果の提供に同意したとみなすことができることか

ら、事業者の求めに応じて外部機関が事業者にストレスチェック結果を提供するに当

たって、改めて本人の同意を得る必要はない。

なお、事業者が、安衛法第66条の8第1項又は第66条の 10第3項の規定に基づ

く面接指導を委託するために必要な労働者の個人情報を外部機関に提供し、また、外

部機闘が委託元である事業者に対して労働者の面接指導の結果を提供することは、 5

( 2）に規定する健康診断等の場合と同様に、安衛法に基づく事業者の義務を遂行す
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る行為であり、法第23条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当し、本人の同

意を得なくても第三者提供の制限は受けない。この場合において、本人の同意を得な

くても第三者提供の制限を受けない健康情報には、面接指導の実施に必要な情報とし

て事業者から当該外部機関に提供するストレスチェック結果も含まれる。

( 4）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和

60年法律第 88号）（以下「労働者派遣法Jという。）第 45条第 10項及び第 14項に

おいて、派遣先事業者が安衛法第 66条第2項から第4項までの規定に基づく健康診

断及びこれらの健康診断の結果に基づき安衛法第 66条の4の規定に基づく医師か

らの意見聴取を行ったときは、健康診断の結果を記載した書面を作成し、当該派遣

元事業者に送付するとともに、当該医師の意見を当該派遣元事業者に通知しなけれ

ばならないこととされている。このことから、派遣先事業者が、派遣元事業者にこ

れらの健康診断の結果及び医師の意見を記載した書面を提供することは、労働者派

遣法の規定に基づく行為であり、法第23条第1項第1号の「法令に基づく場合Jに

該当し、本人の同意を得なくても第三者提供の制限は受けない。

(5）事業者が、健康保険組合等に対して労働者の健康情報の提供を求める場合、健康

保険組合等は当該事業者に当該労働者の健康情報を提供することを目的として取得

していないため、法第23条の第三者提供の制限に該当し、健康保険組合等は労働

者（被保険者）の同意を得る必要がある。この場合においても、事業者は、あらか

じめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必

要に応じ、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。

ただし、事業者が健康保険組合等と共同で健康診断を実施する場合等において、

法第23条第4項第3号の要件を満たしている場合は、当該共同利用者は第三者に該

当しないため、当該労働者の同意を得る必要はない。

( 6）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号）第 27条第2項及び第

3項の規定により、医療保険者は、加入者を使用している事業者又は使用していた

事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、安衛法その他の法令に基づき、

その事業者が保存している加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよ

う求めることができ、健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は厚

生労働省令で定めるところにより、その記録の写しを提供しなければならないとさ

れている。このことから、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平

成 19年厚生労働省令第 157号）第2条に定める項目に係る記録の写しについては、

医療保険者からの提供の求めがあった場合に事業者が当該記録の写しを提供するこ

とは、法令に基づくものであるので、法第23条第1項第1号に該当し、本人の同意

なく提供できる。

なお、事業者が保存している加入者に係る健康診断に関する記録のうち、特定健

康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第2条に定める項目に含まれないもの

（業務歴、視力、聴力、胸部エックス線検査、 R客疲検査）については、労働者に対

して定期健康診断の結果の情報を医療保険者に提供する旨を明示し、同意を得るこ

とが必要となるが、同意については、定期健康診断実施時の受診案内等への記載や

健診会場での掲示等黙示によるものが含まれる。
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6 法第25条に規定する保有個人データの開示に関する事項（ガイドライン第8の2関

係）

事業者が保有する健康情報のうち、安衛法第66条の8第3項及び第66条の 10第4

項の規定に基づき事業者が作成した面接指導の結果の記録その他の医師、保健師等の

判断及び意見並びに詳細な医学的情報を含む健康情報については、本人から開示の請

求があった場合は、原則として開示しなければならなし、。ただし、本人に開示するこ

とにより、法第25条第1項各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開

示しないことができる。

7 法第31条に規定する苦情の処理に関する事項（ガイドライン第9関係）

ガイドライン第9に定める苦情を処理するための窓口については、健康情報に係る

苦情に適切に対応するため、必要に応じて産業保健業務従事者と連携を図ることがで

きる体制を整備しておくことが望ましい。

8 その他事業者が雇用管理に関する個人情報の適切な取扱いを確保するための措置を

行うに当たって配慮すべき事項

( 1 ）事業者は、安衛法に基づく健康診断等の実施を外部機関に委託することが多いこ

とから、健康情報についても外部とやり取りをする機会が多いことや、事業場内に

おいても健康情報を産業保健業務従事者以外の者に取り扱わせる場合があること等

に鑑み、あらかじめ、ガイドライン第8に掲げるもののほか、以下に掲げる事項に

ついて事業場内の規程等として定め、これを労働者に周知するとともに、関係者に

当該規程に従って取り扱わせることが望ましい。

( a ）健康情報の利用目的及び利用方法に関すること

( b）健康情報に係る安全管理体制に関すること

( c ）健康情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報の範囲に関する

こと

( d）健康情報の開示、訂正、追加又は削除の方法（廃棄に関するものを含む。）に

関すること

( e ）健康情報の取扱いに関する苦情の処理に関すること

( 2）事業者は、（ 1 ）の規程等を定めるときは、衛生委員会等において審議を行った上

で、ガイドライン第 10のl に定めるところにより労働組合等に通知し、必要に応

じて協議を行うことが望ましい。

( 3) HI V感染症やB型肝炎等の職場において感染したり、蔓延したりする可能性が

低い感染症に関する情報や、色覚検査等の遺伝性疾病に関する情報については、職

業上の特別な必要性がある場合を除き、事業者は、労働者等から取得すべきでない。

ただし、労働者の求めに応じて、これらの疾病等の治療等のため就業上の配慮を行

う必要がある場合については、当該就業上の配慮、に必要な情報に限って、事業者が

労働者から取得することは考えられる。

( 4）労働者の健康情報は、医療機関において「医療・介護関係事業者における個人情
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報の適切な取扱いのためのガイドライン」に基づき取り扱われ、また、健康保険組

合において「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライ

ン」に基づき取り扱われることから、事業者は、特に安全管理措置等について、両

ガイドラインの内容についても留意することが期待されている。

第4 個人情報取扱事業者以外の事業者による健康情報の取扱い

個人情報取扱事業者以外の事業者であって健康情報を取り扱う者は、健康情報が特に

適正な取扱いの厳格な実施を確保すべきものであることに十分留意し、第3に準じてそ

の適正な取扱いの確保に努めること。
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